
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

５（１） 御質問等をお寄せいただく場合の方法等 

●御質問等をお寄せいただく際には、「共通の書式（質問シート）」を御活用いただき、できる限り「メー

ルで御提出」くださいますよう、よろしくお願いいたします。                 

（ＦＡＸで送信いただくことも可能です。） 

「共通の書式（質問シート）」のダウンロード
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/faq/question_download.html

 

●皆様からいただいた御質問に対する回答は、対象事業所の全ての皆様と広く共有させていただき

たいと考えております。 

●このため、一般的な御質問等への回答内容は一定のとりまとめのうえ、東京都環境局ホームペー

ジ等で、「主な質問への回答（ＦＡＱ）」として掲載させていただく場合があります。 

【送付先】東京都 環境局 地球環境エネルギー部 総量削減課 「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口

E メール : keikakusho@ml.metro.tokyo.jp（制度全般に関する御質問） 

       torihiki@ml.metro.tokyo.jp（排出量取引に関する御質問） 

FAX : 03(5388)1380 
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５（２）制度の相談窓口の設置について 

■「制度の相談窓口」の開設について（事前予約制） 

 

・対象事業所の皆様を対象とした個別相談窓口を開設しています。

 

・基準排出量決定の申請手続、地球温暖化対策計画書の作成方法、

特定テナント対策など、個別のご相談に対応させていただきま

す。 

 

・本相談窓口をご利用いただく際には、できるだけ多くの皆様に充

分な時間でご利用いただけるよう、「事前予約制」とさせていた

だきます。 

 皆様の御理解・御協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

・相談窓口の予約方法等につきましては、東京都環境局のＨＰ等

をご覧ください。 

  

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/h

elpdesk.html 

●「相談窓口」設置場所 

東京都環境局 地球環境エネルギー部 総量削減課  

「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口 

〒163-8001 新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号 

         都庁第二本庁舎 20 階南側  
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■ 東京都地球温暖化対策情報メールマガジン（次のページより登録ができます） 

ＵＲＬ http://www.mag2.com/m/0000195977.html 

 

５（３） メールマガジンへの登録について 

【お知らせ内容】 

 新制度における新たな説明会の開催情報 

 各種規定などの決定事項 

 ＦＡＱの更新情報 

 『テナント事業者の事例』の追加 

 

などなど、新着情報をいち早くお届けします！ 

●メールマガジンにご登録いただきますと、ホームページを更新次第、随時情報を配信いたします。 

注意事項 

 『TOKYO 環境局ニュース』(ID:0000182822)は、株式会社まぐまぐのサービスを利用して配信されます。  

 配信の登録をすると、「まぐまぐ」発行のメールマガジン『ウィークリーまぐまぐ』にも併せて登録され、無料で配信されます。当該メールマガジンがご不要の方はお手数

ですが、「まぐまぐサイト：http://www.mag2.com/wmag/」、又は、 配信登録後の読者登録完了画面（受信メール本文中）から、ご自分で登録解除をお願いします。  

 配信の遅延・不着に関して、当局は一切の責任を負いません。  

 メールマガジンの配信に関する登録／解除の設定は配信希望者自身の意思に基づいて行われるものであり、当局がその手続きを代行することはありません。  

 メールマガジン本文以外の内容（「まぐまぐ」からのお知らせや広告など）については、当局は一切の責任を負いません。  

 携帯電話、PHS のメールアドレスは登録できません。 

【お知らせ内容】 

² 新制度における新たな説明会の開催情報 

² 各種規定などの決定事項 

² ＦＡＱの更新情報 

² 『テナント事業者の事例』の追加 

 

などなど、新着情報をいち早くお届けします！ 
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